
 

               

 

 

第６９回“社会を明るくする運動” 

和歌山市推進委員会 会議の開催について 
 

 
“社会を明るくする運動”とは、全ての国民が、犯罪や非行の防止と、罪を犯した人たちの更生

について理解を深め、それぞれの立場で力を合わせ、犯罪や非行のない明るい地域社会を築こう

とする全国的な運動です。 

この“社会を明るくする運動”の開催を協議するとともに、関係機関との連携を深め、犯罪や

非行のない安全で安心なまちづくりに資することを目的に、推進委員会会議を開催します。 

 

 

１ 主 催  第６９回“社会を明るくする運動”和歌山市推進委員会 

 

２ 日 時  令和元年６月５日（水） １３時３０分から１４時３０分まで（予定） 

 

３ 場 所  ルミエール 華月殿 5階 八州の間 

        住所 和歌山市屋形町 2丁目１０番地 

        電話 ０７３－４２４－９３９２ 

 

４ 出席者  関係者６０人程度 

 

５ 内 容  第６８回“社会を明るくする運動”の実施結果について 

       第６９回“社会を明るくする運動”和歌山市実施要綱案について 

 
 

担 当 課 人権同和施策課 

担 当 者   末 吉・中 村 

電    話 （073）435－1058 

内  線 2257 

資 料 提 供 

令和元年 ５月３１日 


